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「川辺町第５次総合計画後期基本計画（案）」意見募集結果 

 

「川辺町第５次総合計画後期基本計画」の策定に向け、原案に対する意見募集を行いました。結果は以下のとおりです。 

ご意見をお寄せいただきました皆さま、誠にありがとうございました。 

１．意見募集期間 

   令和元年７月１９日（金）から令和元年８月１９日（木）まで 

２．ご意見の提出状況 

   意見提出者数   ２名 

   延べ意見数   １１件 

３．提出されたご意見と町の考え方 

   以下のとおり 

提出されたご意見と町の考え方 
No. 頁 項  目 ご意見（一部要約） 対応（町の考え方） 

１ Ｐ53 第２章第３節 子育て支援 「出産育児奨励金制度の周知」だけで充分でし

ょうか？出産育児奨励金の思いきった増額を

希望します。 

国では消費増税に併せて出産育児手当金を

50 万円に増額する案が囁かれていますが、川

辺町ではこれを先取りして、さらに増額するよ

う希望します。 

出産時に要する費用に対して、各社会保険から「出産育

児一時金」42万円が支給されます。 

また、町ではこれとは別に独自の子育て支援策として、

2人目からの出産に「出産祝金」を支給しています。支給

額は第 2 子には 5 万円、第 3 子には 10 万円、第 4 子以降

20万円です。 

出産育児奨励金を拡充というご意見かと存じますが、町

が実施する場合、大きな財政負担を伴うことから、現在の

ところ増額は検討していません。 

町としては出産祝金を含めて既存の制度の周知に努め、

国が進める新たな支援制度の動向や、子育て世帯の負担や

ニーズを捉えながら柔軟に対応していきます。 

 

２ Ｐ53 第２章第３節 子育て支援 現在の少子化には、結婚適齢期の男女の低賃

金が影響していると考えます。つまり、結婚し

たくても将来不安から結婚に踏み切れないの

です。そのため、将来も川辺町に定住すること 

結婚に対する支援については、婚活支援として町の特性

を活かした「婚活イベント」を開催して出会いの場を提供

する取り組みをしています。 

いただいたご意見のような結婚に対する支援について 
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No. 頁 項  目 ご意見（一部要約） 対応（町の考え方） 

  （つづき） を条件に、挙式費用の補助なども考えてほしい

と思います。 

は、将来に向けた少子化対策になると考えますので、今後

どのような公的支援に効果が見込めるのか検討していき

ます。 

 

３ Ｐ53 第２章第３節 子育て支援 併せて、新婚家庭の家の建築にも、相応の補

助を出してはいかがでしょうか。 

 

「新婚家庭の家の建築」に限定しておりませんが、町で

は定住促進助成金制度を設けていますので、この制度を引

き続きＰＲすることにより、若者の定住を支援していきた

いと考えています。 

 

４ － 

 

 

 

総合計画全般 町長には、アジアジュニアボート選手権や長

江製陶跡地活用のような、職員でさえ「無理」

と言っていた事業に猪突猛進するのではなく、 

もっと地に足のついた事業を考えてもらい

たいものです。 

５期めを迎えて、相当なヴェテランの筈です

が、いまだに極めて存在が軽い印象しかないの

が残念です。 

 

ご意見いただきありがとうございます。ご期待に応えら

れるよう努めて参ります。 

５ Ｐ105 第６章第３節 プロモーシ

ョンと広報広聴 

本当にこの計画どおりの広報誌をつくるつ

もりがありますか？「川辺」という固有名詞が

なければ、どこの広報誌かわかりません。 

また、アジアジュニアボート選手権の招致失

敗について、広報誌ではひと言も触れられてお

りませんでした。 

担当課にお訊ねしたところ、「すでに新聞で

報道されているから」との回答でしたが、それ

なら「おくやみ」も毎日、新聞に掲載されてい

ます。それでも掲載を続けるのはなぜでしょう

か？「おくやみ」に限らず、川辺町のネタが新

聞記事にとりあげられ、広報誌と重複するもの

もある筈です。 

担当課の返答は、破綻しています。 

そうした町に都合の悪いことも果断に掲載

してこそ、真に信頼される広報誌になり、読ま 

 ご意見いただきありがとうございます。ご指摘の点を真

摯に受け止めて、町民の皆さんからの助言をいただきなが

ら内容や手法について改善を続け、わかりやすい行政情報

や生活情報をお届けできるようこれからも努めて参りま

す。 
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No. 頁 項  目 ご意見（一部要約） 対応（町の考え方） 

  （つづき） れる広報誌になると考えます。 

加えて、現在はネットの普及につれて新聞の

印象操作、捏造などが白日の下にさらけださ

れ、信頼度は下がり、購読者はどんどん減って

います。 

担当課の回答は、新聞を読んでいることを前

提にしていますが、新聞を読まない家庭が増え

ていることも考慮してください。 

現在の広報誌は、単なる「さとうみつひろ後

援会報」に成り下がっています。 

猛省を促します。 

 

 

６ Ｐ110 第６章第５節 行政運営 

 

「高い倫理観と能力を持った職員を養成」とあ

りますが、現在の役場職員の対応は眼を覆うば

かりです。 

「ワンストップサービス」どころか、ひとつの

課の中でさえ次から次へとたらい回しされて、

簡単な用事ひとつまともに処理できないあり

さまです。 

酷いときには、その業務が自分の課の仕事であ

ることさえ知らない職員もいます。 

せめて自分の課の業務ぐらいは把握してい

てもらいたいものです。 

 

ご意見いただきありがとうございます。全ての職員が町

民の皆さんから安心して信頼していただけるよう研鑽を

積み重ねて参ります。今後もご指導いただきますようお願

いします。 

７ Ｐ25 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ105 

 

重点プログラム 

（２）川辺ダム湖ふれあいプ

ログラム 

（５）民間事業者活性化プロ

グラム 

（６）みんな活躍・定住プロ

グラム 

 

第６章第３節 プロモーシ

ョンと広報広聴 

川辺町をアピールする川辺ダム湖・県営漕艇

場ボート大国川辺・水や生物を育んできた山林

の美しい自然環境の写真等を SNS 活用し町内

外の方から又もつと広い視野の方から川辺町

のホームページ等に投稿しやすくし、その中で

素晴らしい優秀な作品には、プレミアム商品券

を商工会から提供して頂き、行政と商工会・町

民・他の地域の方と一体的に情報交換し投稿さ

れた素晴らしい作品はまたグローバルに川辺

町の魅力を発信するように川辺町・商工会でリ 

重点プログラムの「（５）民間事業者活性化プログラム」

で「町民と共に川辺町の魅力を情報発信します」とあると

おり、今後も ICT などを活用して積極的に進めていきま

す。また、今後の実施に当たっては、町内外の多くの方々

にも関わっていただけるような仕組みづくりや仕掛けを

検討していきます。 
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No. 頁 項  目 ご意見（一部要約） 対応（町の考え方） 

  

 

Ｐ73 

 

Ｐ97 

（つづき） 

 

第３章第４節 スポーツ  

 

第５章第３節 観光・交流 

ンクし世界へ再発信するシステムを構築する

ことで、結果的に川辺の自然の美しさの再発見

と発信する事で、さらに自然に観光客の定着滞

在型に繋がり、自然に循環型社会作用で町内の

活性化と発展に繋がります。またそうした町内

地域組織の一体感を活性化しないと残念です

が現状では、とてもとてもオリンピックサポー

トタウンには難しい課題が在りそう。 

またたとえオリンピックサポートタウンと

して着て頂いた選手の方に感動は与えられま

せん。 

 

 

８ Ｐ16 

 

 

（基本構想） 

第３章 将来人口 

人口の推移目標値が現状の推移と 300 人程

ずれているので見直しが必要では。 

ここでお示ししております人口の推計はこれまでの国

勢調査人口を元に将来を見込んでいますので、現状との乖

離は少ないと考えています。 

 

９ Ｐ51 

 

 

Ｐ80 

 

第２章第２節 地域福祉の

推進 

 

第４章第３節 公共交通 

 

コミュニティバスと福祉バスの位置づけが

はっきりしませんが、どちらも美濃加茂地区へ

のコースの拡大に続き、七宗町上麻生・三和地

区へのコースの拡大も必要と考えます。 

町内を巡回する民間の路線バスが無いことから、それを

補う目的で誰もが無料でご利用いただける福祉バスを運

行しています。また町民の皆さんからの要望を受けて、平

成 30 年度から美濃加茂市へのコースを運行開始しまし

た。 

ご提案のその他地域へのコース拡大につきましては、公

共交通の充実と費用対効果、地域における利用促進のため

の意向を考慮しながら検討していきます。 

 

10 Ｐ54 第２章第３節 子育て支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援については、他の地域から入居さ

れた若い子育て世代の家族方を含め地域人間

関係の希薄化に対応し、各地区コミュニティで

子育てサロンの多彩な開催を広め地域連携の

促進の充実と同時にワーク・ライフ・バランス

の充実が図れるような提案も推進しより一層

に、定住化人口の増加対策を図るといいと考え

ます。 

これまでも子育てサロン（家庭教育学級）を開催し、小

学生、こども園の園児、未就園児の乳幼児学級（小学校区

単位）等の各々で、地域の方（母子保健推進員、民生児童

委員、子育ての先輩ママ、保健師、児童の祖父母等）との

ふれあい活動を行っています。 

 その他川辺町第３こども園併設の川辺町子育て支援セ

ンターでは、川辺町及び近隣市町村の未就園児とその保護

者（父母、祖父母等）が来所して交流を深めています。 

教育委員会では、川辺町子育て世代包括支援センター 
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No. 頁 項  目 ご意見（一部要約） 対応（町の考え方） 

  （つづき）  （ぷらっと）を７月に開設しましたので、これから広く町

民の皆さんにＰＲし、活動の場を広げていく予定です。 

またご意見にありました各地域での子育てサロンにつ

いては、今後検討していきます。 

 

11 Ｐ25 

 

 

Ｐ35 

 

 

Ｐ103 

重点プログラム 

（１）地域防災プログラム 

 

第１章第２節 防災・災害対

策 

 

第６章第２節 地域コミュ

ニティ 

「防災・災害対策」の現状と課題に、県の警

戒区域指定の追加等により、土砂災害ハザード

マップ及び既存避難所の見直しをする必要が

あることを課題とされています。また「地域コ

ミュニティ」の現状と課題にも自治会活動の拠

点となる集会施設の整備は、完了したが、土砂

災害警戒区域にある集会施設は、防災拠点(避

難所)としての位置づけが困難となっており、

代替施設などの検討が必要で在ると計画書に

記載されています。 

そこで上川辺区域が町内で一番条件が悪い

状況と思われますので是非上川辺地区の中心

に上川辺地域コミュニティセンターと公民館

を兼備えた機能の避難所を計画してはどうか。 

 

土砂災害警戒区域が追加されたことにより、この区域内

にある臨時避難所（集会施設）は今後代替施設を検討して

いく必要があります。地域の防災拠点（避難所等）を個別

計画（地域防災計画）の中でどのように配置していくか検

討を進めていきます。 

ご提案をいただきました防災機能と公民館機能を兼ね

備えた施設整備について、これまで自治会活動の拠点とな

る地区集会施設は、自治会による整備と管理を原則として

いますので、町が直接地区集会施設を整備することは考え

ていません。 

なお、町は地区集会施設の整備・修繕・改修事業費につ

いて自治会への補助制度を設けていますので、地域の拠点

づくりとしてこの制度を継続していきます。 

 


